
　平成２７年６月３日（水）　15:00～17:00

　独立行政法人 自動車事故対策機構　役員会議室

　北村信彦委員長 （公認会計士）

　古笛恵子委員 （弁護士、コブエ法律事務所）

　堀田一吉委員 （慶応義塾大学商学部教授）

　森脇正人委員 （独立行政法人自動車事故対策機構監事）

　加藤俊子委員 （独立行政法人自動車事故対策機構監事）

○報告事項

　　前回の契約監視委員会審議結果

　　※資料　療護センターの委託費について

○審議事項

　　１．平成２６年度の契約状況について

　　　《平成２６年度契約実績及び改善状況》

　　　（１）競争性のない随意契約 ７８件

　　　（２）一者応札・一者応募の点検 ９件

　　　（３）競争性のある随意契約（企画・公募） ２２件

　　　（４）一般競争入札 ５４件

　　２．公益法人に対する支出について

　　　《独立行政法人からの契約以外の支出状況》

　　３．平成27年度NASVA調達等合理化計画（案）について

　　　《独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について》

　　別紙のとおり

　　特に意見なし
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○報告事項
　　前回（平成２５年度契約分）の契約監視委員会審議結果

ある。

《平成２６年度契約実績及び改善状況》
（１）競争性のない随意契約

毎月、療護センターグループにおいて、合計
残高試算表等の確認をしており、年度が終了
した時点において、精算監査を行い確認して
いるところである。療護センターの運営につ
いては委託契約であるため、業務が適切に履
行されているかについても確認している。

委託費の支払いについて、療護センターから
請求があってから払うのか。また、それに対
するチェックはどうしているのか。

療護センターへの委託費は、自己収入を経費
に使った後から精算されるものなのか。
どの段階で委託費は支払われるのか。

毎月、収支の見込額で各療護センターから請
求を受け、概算払いをしている。年度が終了
した時点で精算監査を行い、精算額を決定す
る。

自己収入が経費の半分くらいとなっている
が、独立的には成り立ちえない事業というこ
とか。

○審議事項

委員発言（要旨） ＮＡＳＶＡ回答（要旨）

入院されている方の自己負担部分はあるの
か。

自動車保険の契約について、一般競争を行っ
たが、再度の入札をしても落札者がいなかっ
たというのはどういうことか。

例年どおり予定価格を作成していたところ、
事故率の増加による保険料の増額を見込んで
いなかったため、入札参加者の応札価格が予
定価格に達しなかったということである。そ
のため、応札した３者のうち、応札価格が一
番低い業者と随意契約を締結したものであ
る。

１．平成２６年度の契約状況について

患者の自己負担と健康保険組合の支払いを合
わせたものである。

療護センターには、脳に重篤な後遺症を負っ
た患者が入院しているが、急性期を過ぎた方
が大半のため、医療行為が多くない一方で、
看護体制やリハビリ体制を手厚くしているこ
とから、一般の民間病院のように費用を自己
収入で賄うことができない。このため、不足
する部分について、機構から委託費として支
出している。

診療報酬とは健康保険からの診療報酬という
ことか。

普通の民間の病院のように独立採算というの
は難しいことは理解できるが、経営的な観点
から運営するという意識がないと長く続かな
いのではないか。自己収入と経費のバランス
が各療護センターで異なる状態を放置してよ
いのかという問題意識が必要ではないか。

今後における運営の参考にさせていただく。



委員発言（要旨） ＮＡＳＶＡ回答（要旨）

（２）一者応札・一者応募の点検

（３）競争性のある随意契約（企画・公募）

当該改修について、特定の業者以外で対応可
能な業者がいないか確認をするため、公募と
いう手続きをとっている。

インターネット適性診断システムの改修につ
いて、これは競争性があるのか。

予定価格は変更していないため、当初の予定
価格である。

応札者がディスカウントしたということか。

毎年度、公告しているのか。複数年契約は難
しいのか。

毎年度、公告しているが、第３期中期目標期
間が平成２８年度までであるため、次期中期
目標期間からの複数年度契約も検討してい
る。

「中部療護センターの超電導磁気共鳴診断装
置（ＭＲ）の解析用端末ハードウェアの更
新」について、随意契約理由に「他者により
機器の調達等が行われた場合、保守が行われ
ない」との記載があるが、どういうことなの
か。

コンピュータというと汎用的なものがイメー
ジされがちであるが、ＭＲは本体、ソフト、
ハードウェアが一体となっており、本案件は
画像等を解析するための端末の更新である。
メーカーは、それらを一体として保守してい
るため、第３者が機器の更新や接続等を行っ
た場合には、保守を行うことはできないとい
うことである。

記載されている予定価格は当初の予定価格と
いうことか。

保険契約における車両数はどのくらいあるの
か。

６０台である。

平成２６年度インターネット適性診断システ
ム業務用プリンタの保守について、結果的に
１社しか申し込みが無かったということであ
るが、これは特殊な仕様のプリンタの保守な
のか。プリンタは様々メーカーが販売をして
いるので、入札に一者しか応募がないという
のは違和感がある。

特殊なプリンターではないが、結果として１
者しか応募がなかったということである。

会計監査人との監査契約について、１社しか
申し込みがなかったということか。

昨年度は２社の申し込みがあったが、結果と
して本年は１社であったということである。

随意契約の交渉を行い、契約を締結したとい
うことである。



委員発言（要旨） ＮＡＳＶＡ回答（要旨）

（４）一般競争入札

　特段の意見無し

２．公益法人に対する支出について
【独立行政法人からの契約以外の支出状況】

３．平成２７年度ＮＡＳＶＡ調達等合理化計画（案）について
　　≪独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について≫

「公益法人に対する支出の公表・点検の方針
について（H24.6.1付行政改革実行本部決
定）」に基づく、公益法人に対する支出状況
についての点検になる。
公益財団法人運行管理者試験センターに対す
る運行管理者試験受験料について、当機構で
は運行管理者指導講習を行っており、職員が
その講師を務める際には運行管理者の資格が
必要となる。平成２５年度までは、全国５０
支所において受験料の支払いを行っていた
が、平成２６年度からは１０名以上まとめて
受検の申し込みを行うと受験料が割引になる
制度が開始されたため、本部で全国２３名分
をまとめて申し込みを行ったことにより、支
出額が１０万円を超過したものである。
その他、公益法人北海道・宮城県・新潟県・
長野県トラック協会に対する、事務所用建物
の借上契約のため、昨年度に引き続き支出し
ている。

　（特段の意見がなかったことから）国土交
通大臣へは契約監視委員会として「特段の意
見はなし」ということで報告させていただ
く。

平成２７年度独立行政法人自動車事故対策機
構調達等合理化計画については、「独立行政
法人における調達等合理化の取組の推進につ
いて（平成２７年５月２５日総務大臣決
定）」に基づき、当機構の事務・事業の特性
を踏まえ、ＰＤＣＡサイクルにより、公正
性・透明性を確保しつつ、自律的かつ継続的
に調達等の合理化に取り組むため定めるもの
である。

今般発出された総務大臣文書により、今後の
監視委員会においては、調達等合理化計画の
策定及び自己評価の際の点検並びに法人の長
が定める基準（未定）に従って、個々の契約
案件の事後点検を実施していただくことにな
る。

今までの取組としては、「独立行政法人の契
約状況の点検・見直しについて（平成２１年
１１月１７日閣議決定）」に基づき、随意契
約の見直し計画を策定、監事及び外部有識者
によって構成する「契約監視委員会」の設置
及び契約の点検・見直しの実施、契約状況に
ついてのフォローアップの実施などであり、
契約監視委員会においては、競争性のない随
意契約は、「随意契約事由が妥当であるか」
「一般競争等への移行が可能であるか」、ま
た、一般競争入札等であっても、一者応札・
応募となっている案件は、真に競争性が確保
されているか等について点検を行ってきたと
ころである。



委員発言（要旨） ＮＡＳＶＡ回答（要旨）

来年度の契約監視委員会においては、平成２
７年度の調達等合理化計画に係る自己評価
案、平成２８年度における調達等合理化計
画、及び理事長が定める基準に従い点検行う
契約案件について点検を行うということか。

そうである。

「法人の長が定める基準に従って契約案件の
事後点検を行う」という当該基準について、
従来の契約監視委員会における審議項目と同
等のものを考えているということであるが、
その基準の妥当性については、この契約監視
委員会の場で審議するということがあるの
か。

本来であれば、契約監視委員会の場で審議い
ただくべきであると考えるが、今回は時間的
な余裕がなかった。他の独法がどのような基
準を定めているか不明であるが、当機構の基
準については、先ほど述べたとおりで検討中
である。

「調達に関するガバナンスの徹底」における
「不祥事の発生の未然防止・再発防止のため
の取組」及び「職員のスキルアップ」の評価
指標を「会計内部監査の実施件数」としてい
るが、具体的にどの業務の内部監査の実施件
数であるかをあらかじめ特定しないと、調達
に関係のない内部監査の実施件数が計上され
ることになるのではないか。

当機構が行う会計内部監査では、必ず調達
（契約）に関しては監査を行うものであり、
一般的に行われている業務全般に係る内部監
査とは異なる。実施件数として計上する監査
については、実際に指導・研修等を行った会
計内部監査を対象とすることとしたい。

「契約監視委員会の活用」に、「理事長が定
める基準に該当する個々の契約案件の事後点
検を行い・・・」とあるが、具体的にはどの
ような基準になるのか。

今後、作成する予定である当該基準について
は、第三者的な視点からチェックが必要とな
るような事項、例えば「契約金額が１００万
円以上の契約」や特定の調達品目を定めるこ
となどが想定されるが、基本的には、これま
で契約監視委員会で審議していただいてきた
「競争性のない随意契約」等と同様なものを
想定している。

「重点的に取り組む分野」に、「競争性のな
い随意契約」が挙げられていないが。「競争
性のない随意契約」に該当するものに事務所
の「賃貸借契約」等があるが、その理由とし
ては「他をもって代え難し」ということに
なっているが、必ずしもそうではないのでは
ないか。仮にそうであったとするならば、契
約の際に価格交渉を行っているのか等の点検
はできなくなってしまうのか。

「競争性のない随意契約」については、「ガ
バナンスの徹底」に記載している。新たに競
争性のない随意契約を締結することとなる案
件については、事前に適正契約検証チームに
より点検を受けることとなる。

契約に関して点検、見直しをするというの
が、この契約監視委員会だと思うが、この調
達等合理化計画については、機構の事業に係
る事項など、契約以外のことについて記載さ
れているが。

これまでは、機構がすでに行った契約につい
て点検、見直しを実施いただいたところであ
るが、先般の総務大臣決定により、契約を合
理化するための計画を策定し、機構が自己評
価を行うこととなり、その際に、外部有識者
による点検を受けることとなった。個々の契
約に係る事後点検についても、引き続き契約
監視委員会により点検をしていただくことと
なる。

「重点的に取組む分野」等については、毎年
度変更するものなのか。記載されている事項
については、恒常的に進めるべきものではな
いか。

毎年度変更しなければいけないということで
はないため、翌年度も同じ項目になることは
考えられる。



委員発言（要旨） ＮＡＳＶＡ回答（要旨）

独立行政法人通則法の規定に基づく年度評価
の一環として調達等合理化が位置づけられて
いるということであるが、今後、契約監視委
員会では、機構が行う事業に対して「不要な
契約があるのではないか」というような視点
で点検するということもあるということか。

機構が行う契約の必要性については、理事長
の判断に任されており、個々の物品の調達の
あり方が適切かどうかということについて、
審議していただくことになると思われる。


